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序章　現行憲法下の信教の自由概論

　１９４９年の建国後、中国は、臨時憲法（「中国人民政治協商会議共同綱領」）も含め
て、五種の憲法（１９４９年、５４年、７５年、７８年、８２年）を制定・公布してきた。しか
し、信教の自由に関する憲法上の規定の仕方はすべて異なる。これは、各憲法がそ
れぞれの時期の政治状況を反映していることによる１。
　この相違のうち最も対照的なのは、１９６６年から１９７６年までの「プロレタリア文化
大革命」（以下「文革」と略称）の時期に制定された７５年憲法と「文革」の残滓を
払拭する方向を示した８２年憲法である（７８年憲法は「文革」性を残していた）。

　７５年憲法　「文革」中の７５年憲法は、信教の自由を他の自由・権利と並んで、同
一の条文のなかに規定し、またその前の５４年憲法にはなかった無神論宣伝の自由を
明記した。こうである。「公民は、言論、通信、出版、集会、結社、行進、示威、
ストライキの自由を有し、宗教を信仰する自由と宗教を信仰せず無神論を宣伝する
自由を有する」（第２８条）。
　この規定の仕方は、当時の中国における信教の自由の抑圧の政治状況を映し出し
ていた。さらに、別の規定もあった。宗教を含む「上部構造」において階級的独裁
を貫徹するという次のような規定である。「プロレタリア階級は文化諸領域を含む
上部構造において、ブルジョア階級に対し全面的独裁を行わなければならない」
（第１２条）。これは、宗教界において「独裁」を実行する上できわめて大きな威力を
発揮した（現実には、「文革」開始以来７５年までに行われていたことを、憲法規定
上追認したものとも言える）。
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１ これら五種の憲法の全訳および各憲法の解説は、土屋英雄『現代中国の憲法集―解説と
全訳、関係法令一覧、年表―』尚学社、２００５年を参照。



現代中国の信教の自由（１）（土屋）

　この｢独裁」下で、多くの宗教指導者、信仰者は“牛鬼蛇神”、“独裁の対象”と
みなされ、宗教は“すでに存在しない”、“すでに歴史博物館に入った”と宣言され 
た２。具体的には、宗教活動場所は破壊ないし占拠され、宗教施設の家屋・不動産は
公有とされ、聖像・仏像・経典等は没収ないし焼却された。１９７５年５月３０日には、
国務院宗教事務局も解消された３。

　８２年憲法　「文革」後の８２年憲法は、「文革」に対する反省に基づいて、信教の自
由を独立の条文（第３６条）で、しかもこれまでになく詳しく規定し、かつ無神論宣
伝の自由を削除した４。以下のごとくである。
　「中華人民共和国の公民は、宗教信仰の自由を有する。
　いかなる国家機関、社会団体または個人も、公民に宗教を信仰することまたは宗
教を信仰しないことを強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない
公民を差別してはならない。
　国家は正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して社会秩序を破壊した
り、公民の身体・健康に害を与えたり、あるいは国家の教育制度を妨害したりする
活動をしてはならない。
　宗教団体および宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。」

３

２ 董成美「如何正確地理解宗教信仰自由」張友漁等著『憲法論文集（続編）』群衆出版社、
１９８２年、１３８頁。
３ 陳金龍『中国共産党與中国的宗教問題』広東人民出版社、２００６年、２３５～２３６頁参照。国
務院宗教事務局の機構が回復されたのは、１９７９年２月、中共中央が配布した「第８回全国
宗教工作会議紀要」によってである。さらに、国務院宗教事務局は、１９９８年３月、国家宗
教事務局（国務院の直属機構）へ名称変更・格上げされた。２００８年現在の局長は葉小文。
４ ８２年憲法の前の７８年憲法は、「文革」型の７５年憲法の規定を継承し、「公民は、宗教を信
仰する自由と宗教を信仰せず無神論を宣伝する自由を有する。」（第４６条）と定めていた。
この規定のなかの「無神論宣伝の自由」を維持するか、削除するかについては、８２年憲法
の制定過程において、鋭い対立があった。班禅、施如璋、張家樹、丁光訓、趙朴初、張傑
などは連名で、削除を主張する第１３９号提案を出し、これに対して、任継愈、劉大年、譚其
驤、劉佛年などは、維持を主張する第２０９１号提案を出した。結局、削除案が採用された
（許崇徳『中華人民共和国憲法史』福建人民出版社、２００３年、７９８頁以下参照）。この削除に
ついて、憲法草案の段階で次の説明がされていた。「これは、宗教を信仰する自由の概念の
なかに、宗教を信仰しない自由を有するという意味が含まれていることによる」（張友漁
「関於修改憲法的幾個問題」『法学研究』１９８２年３期、４頁）。しかし、この説明の仕方は、
当時の政治的配慮に基づくものであり、実際には、無神論宣伝の自由の削除は、端的に、
「文革」型憲法からの離脱が政権内で支配的立場となったことを示していた。



　この８２年憲法によって、信教の自由の保障が明確にされ、かつ信教の自由は刑法
上の保護も受けることになった５。このことによって、事実上は、１９７８年１２月の中
国共産党１１期３中全会（第１１期中央委員会第３回総会）で打ち出された「改革・開
放」政策６以来、宗教活動が盛んになり、また「文革」期に破壊された寺廟、教会
堂の修復資金が国から出され、宗教組織も次々と復活してきた７。税金も法制度上、
減免されている。こうして中国の信教の自由は、表面的には諸外国と類似する現象
もみられるようになってきた。中国政府が、１９９７年に発表した「宗教白書」も、
「改革・開放」政策以来、約２０年間で、中国の「宗教信仰の自由の権利は十分な尊
重と保護を得るようになった」と自賛した８。
　しかし、各国の信教の自由の存在構造は、体制の如何にかかわらず、その国の政
治、経済、社会、文化さらには歴史によって規定されている。中国も同様である。
８２年憲法下の信教の自由の存在構造は、「文革」期のそれとは異なっているにせよ、
やはり中国独自の特質を有している。中国の「宗教信仰の自由」は、西側の「宗教
の自由」と異なるのである９。そして、この中国的特質は、構造的には、本論稿で
分析するように、信教の自由の保障の強化と連動していない。
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５ 刑法は８２年憲法以前（１９７９年７月全国人民代表大会採択、１９８０年１月施行）に制定され
ていた。関連規定は次のとおり。「国家機関勤務員が公民の正当な宗教信仰の自由を不法に
剥奪し、もしくは少数民族の風俗・習慣を不法に侵害し、情状の重いものは、２年以下の有
期懲役または拘役に処する」（第１４７条）。この刑法第１４７条は、改正後の現行刑法では、第
２５１条へ移され、かつ「正当な」という文言は削除された。刑法第２５１条およびその他の関
連規定の解釈については、国家宗教事務局政策法規司編『宗教工作普法読本』宗教文化出
版社、１９９７年、１１６頁参照。なお、現行刑法は、１９７９年刑法を全面的に改正した１９９７年刑法
を基礎としている。１９９７年刑法は、１９９９年１２月、２００１年８月、２００１年１２月、２００２年１２月、
２００５年２月に部分改正されている。
６ この政策提示とほぼ同時期の１９７８年１０月２１日、中共中央は、中央統戦部「当面の宗教工
作のなかで急ぎ解決を要する問題に関する指示を請う報告」を配布して宗教政策の正常化
に乗り出し、また、１９７９年２月３日（正式には３月１６日）、党中央は、「文革」中に、統一
戦線・民族・宗教の工作部門に張られていた「投降主義路線を行った」というレッテルをと
り、名誉を回復した。
７ この過程において重要な機能を果たした公的文書は、国務院が配布した宗教事務局、国
家基本建設委員会、外交部、財政部、都市建設総局「宗教団体の家屋・不動産政策等を実行
する問題に関する報告」（１９８０年７月１６日）、最高人民法院と国務院宗教事務局が返信した
上海市高級人民法院、上海市宗教事務局「寺廟・道観等の家屋・不動産の権利の帰属の問題
に関する指示を請う報告」（１９８１年１月２７日）、国務院が配布した国務院宗教事務局「漢族
地区の仏教・道教の全国重点寺観を確定することに関する報告」（１９８３年４月１日）、国務
院、中央軍事委員会「軍隊が使用している宗教団体の家屋・不動産の権利の帰属問題をりっ
ぱに処理することに関して」（１９８８年７月１８日）等である。

８ 中華人民共和国国務院新聞弁公室「中国的宗教信仰自由状況」（１９９７年１０月１６日）。
９ 葉小文「宗教與普法」前出・国家宗教事務局政策法規司編『宗教工作普法読本』２頁。
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　宗教法規と党の政策　中国の法整備は、「改革・開放」政策下で急速に進められ
てきたが、これは信教の自由の領域でも同様である。信教の自由の保障についての
関連規定は、一般法では、民法通則第７７条、教育法第９条、労働法第１２条、全国人
民代表大会および地方各級人民代表大会選挙法第３条１項、民族区域自治法第１１
条、第５３条、兵役法第３条１項、都市住民委員会組織法第９条２項、村民委員会組
織法第９条２項、等で定められているが、個別法令としては、宗教社会団体登記管
理実施弁法（１９９１年）、中華人民共和国国内の外国人宗教活動の管理規定（１９９４
年）、宗教活動場所管理条例（１９９４年）、宗教活動場所登記弁法（１９９４年）、宗教活
動場所年度検査弁法（１９９６年）、宗教院校外国籍専門職者招聘弁法（１９９８年）、中華
人民共和国国内の外国人宗教活動の管理規定実施細則（２０００年）等がある１０。
　とりわけ重要なのは、２００４年１１月３０日に国務院が公布（２００５年３月１日施行）し
た宗教事務条例である。この条例の制定とともに、１９９４年の宗教活動場所管理条例
は廃止された。全４８条からなる当該条例は、国務院の行政法規の形式で制定されて
いるが、内容的には、「第一章　総則」、「第二章　宗教団体」、「第三章　宗教活動
場所」、「第四章　宗教教職者」、「第五章　宗教財産」、「第六章　法律責任」、「第七
章　付則」を定めた中国における最初の総合的な宗教法規であり、本来的には、よ
り高次の法律の形式で制定されるべきものであった。また、この宗教事務条例と関
連して、２００５年４月２１日に国家宗教事務局が公布した宗教活動場所設立の審査・許
可および登記弁法（この弁法の制定とともに１９９４年の宗教活動場所登記弁法は廃止
された）も重要法規である。

　しかし、中国では、これらの国家の法規以上に重要な位置を占めているのは中国共
産党（以下、党と略す）の政策である１１。現在、中国国内における党と政府の宗教政
策の基本的枠組は、現行の８２年憲法の制定直前に発表された中共中央「わが国の社会
主義の時期の宗教問題に関する基本的観点および基本政策」（１９８２年３月、［１９８２］党

５

１０ 地方で制定された宗教法規も多数にのぼる。１９９９年までの地方宗教法規を収録したもの
として、国家宗教事務局政策法規司編『全国宗教行政法規規章匯編』宗教文化出版社、
２０００年。
１１ この原則は、１９４９年の建国後、程度の差はあれ、一貫しているが、これは宗教の領域で
も例外ではない。つまり、「宗教立法を行う際に、宗教政策の作用を軽視し、甚だしきは宗
教政策を完全に無視することは誤りである。いかなる時、いかなる条件下でも、宗教問題
に対処する際、宗教政策から離れてはならない」（王作安『中国的宗教問題和宗教政策』宗
教文化出版社、２００２年、１３７頁）ということである。



中央１９号文件） １２によって構成されている１３。
　次いで重要な党の政策は、中共中央、国務院「宗教工作をいっそう良く行う上で
の若干の問題に関する通知」（１９９１年２月、［１９９１］党中央６号文件）である１４。こ
の通知は、速やかな宗教立法工作の必要性に言及していたが、これは先述の法令の
整備へと実現されている。

　宗教状況の概要　ここで、中国の宗教状況の概要を紹介しておく。
　中国は多宗教の国家である。今日、主な宗教として、仏教、道教、イスラム教、
キリスト教（天主教＝旧教、基督教＝新教、東正教＝ギリシャ正教）があり、その
他、教徒は少数だが、ヒンズー教（バラモン教）、地方的な特殊宗教がある。この
うち、仏教は２０００年余、道教は１７００年余、イスラム教は１３００年余の歴史を有し、景
教伝入以来１３００年余の歴史を有するキリスト教はアヘン戦争（１８４０～１８４２年）以
後、比較的大きく発展してきた。
　現在、全国性の宗教組織は７個ある。すなわち、中国仏教協会、中国道教協会、
中国イスラム教協会（以上は教務機構であるとともに教徒自身の大衆団体である）、
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１２ 中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」中共中央文献研究室
綜合研究組、国務院宗教事務局政策法規司編『新時期宗教工作文献選編』宗教文化出版社、
１９９５年、５４頁以下。この党中央１９号文件は、１９８０年１２月に、中共中央書記処の決定に基づ
いて起草が開始されたものである（龔学増「中国的宗教問題和中国共産党」『世界宗教研
究』２００１年２期、８頁参照）。現在、当該文件は、中国の「社会主義の時期の宗教工作の綱
領的文献」と位置づけられている（戴康生「継往開来、開創宗教研究新局面―記念中共中
央《関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策》発布１５周年」『世界宗教研究』
１９９７年３期、１頁）。
１３ この政策を含めて、党の宗教政策の土台には、いわゆる「宗教五性」論が存在する。五
性とは、大衆性、民族性、国際性、長期性、複雑性のことである。この「宗教五性」論は、
建国初期の１９５３年に、李維漢（当時・中央統戦部長）が、それまでの議論を概括して提示し
たものである（李維漢『統一戦線問題與民族問題』人民出版社、１９８２年、１８３～１８４頁参
照）。「宗教五性」論は、１９５４年１０月に中共中央が配布した中央統戦部「過去数年内に党が
少数民族のなかで行った活動に関する主要な経験の総括」で言及され、１９５８年の第５回全
国宗教工作会議において正式に採用されて、「文革」期を除き、今日まで基本的に維持され
ている。「宗教五性」は、現在、「中国の社会主義初級段階の宗教上の国情」と認識されて
いる（龔学増「鄧小平理論與中国社会主義初級階段的宗教問題」『世界宗教研究』１９９８年４
期、６頁）。ただし、２００１年１２月１０日～１２日、党中央と国務院が開催した全国宗教工作会議
において、江沢民が宗教問題「三性」論を提起して以来、「三性」論も強調されてきてい
る。三性とは「長期性」、「大衆性」、「特殊な複雑性」を指し、根本は長期性で、鍵は大衆
性と長期の複雑性であると説明されている。

１４ 中共中央、国務院「関於進一歩做好宗教工作若干問題的通知（１９９１年２月５日）」中共中
央文献研究室綜合研究組、国務院宗教事務局政策法規司編・前出『新時期宗教工作文献選
編』２１３頁以下。
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中国天主教愛国会、中国基督教三自愛国運動委員会（以上は大衆団体）、中国天主
教主教団、中国基督教協会（以上は教務機構）である１５。その他、若干の宗教的な
社会団体、地方宗教組織がある。宗教団体は３０００余個である。主な宗教はいずれ
も、全国性の刊行物、すなわち、『法音』（仏教）、『道協会刊』（道教）――当該誌
は１９８７年１期より『中国道教』に改称――、『中国穆斯林』（イスラム教）、『中国天
主教』（天主教）、『天風』（基督教）を有する。
　また、各宗教は、若年の宗教教職者を計画的に養成するために、各級の宗教院校
を回復、開設し、現在、五種の宗教はいずれも全国性の宗教院校、すなわち、中国
仏学院、道教徒進修班、中国イスラム教経学院、中国天主教神哲学院、金陵協和神
学院を有しており、宗教院校は全部で７４校ある。
　２０００年現在、宗教活動場所（宗教活動施設）は全国に約８万５０００あり、このう
ち、仏教寺院は約１万３０００、道教宮観は約１５００、清真寺（イスラム教）は約３万、
天主教の教堂・会所は約４６００、基督教の教堂は約１万２０００、簡易活動場所（集会
所）は約２万５０００である。専門的な宗教教職者１６は全国で約３０万人いる。このう
ち、漢語系仏教約４万人、チベット仏教約１２万人（ほか活仏約７００人）、道教約２万
５０００人、イスラム教約４万人、天主教約４０００人、基督教約１万８０００人である。
　中国における宗教信仰者の総数については、約１億人とする論があり１７、公的にも
そう説明されている。しかし、大多数を占める仏教と道教の信者総数が分明でなく１８、
また非公認のカトリック系「地下教会」の信者数は除外されており、上の数字は正
確でない。イスラム教の信者は、１０の少数民族を中心として、約１４６０万人１９とされ
ていたが、近年は約１８００万人へ増加している。キリスト教徒も年々増加している。

７

１５ かつてあった中国天主教教務委員会は、１９９２年９月の中国天主教第５期代表会議におけ
る天主教の全国組織の調整の決定に基づいて、中国天主教主教団と中国天主教愛国会の二
つに吸収・整理された。

１６ 宗教教職者は、法によって登記された宗教団体または寺観・教堂が管理・組織・認定した
各宗教の一定の教職の身分を有している者を指す（国家宗教事務局政策法規司編・前出『宗
教工作普法読本』４５頁）。

１７ 江平「関於宗教五性的来歴及其現実意義」『世界宗教研究』１９８９年３期、１３８頁。
１８ これについて、仏教と道教の宗教組織は専門的修行者と宗教教職者を含むのみで、普通
の信徒を含んでいないので、統計上の信徒総数は、中国宗教の実際状況を反映していない
という指摘が出されている（鍾国発「国情論献疑：対漢族宗教的根本誤読」上海市宗教学
会、上海社会科学院宗教研究所編『宗教問題探索〔２００１年文集〕』宗教文化出版社、２００２
年、５５頁）。

１９ 『北京周報』１９８６年３３号、２２頁、同旨『北京週報』１９９０年２８号、１５頁。なお、『北京周報』
は１９８７年１号より『北京週報』へ改称された。



天主教徒約３００万人、基督教徒約２００万人２０→前者約３００万人、後者約４００万人２１→前
者約４００万人、後者約５００万人２２→前者約４００万人、後者約１０００万人２３、となってお
り、特に、基督教徒の伸びが著しい２４。ちなみに、１９４９年の建国前では、イスラム
教徒約８００万人、天主教徒約３００万人、基督教徒約７０万人であった２５。
　なお、儒教は公的には宗教のなかに入れられていないが、学界では議論が分かれ
ている２６。

第１章　党にとっての宗教

　党にとっての宗教は、国家にとっての宗教と異なった意味内容を有している。国
家にとっての宗教は、宗教「私事」論を原則とするが、この原則は、党にとっての
宗教には適用されない。宗教の揚棄（止揚）を論じるマルクス主義の政党にとっ
て、宗教は本質的には消極的性質のものである。このことは、党と宗教の関係に投
影される。

第１節　マルクス＝レーニン主義宗教論の原理

（１）「阿片」論

　一つの著名なテーゼがある。「宗教上の悲惨は現実的な悲惨の表現でもあるし、
現実的な悲惨にたいする抗議でもある。宗教は、抑圧された生きものの嘆息であ
り、非情な世界の心情であるとともに、精神を失った状態の精神である。それは民
衆の阿片である」（下線は原文での強調、以下同様） ２７。

８

筑波法政第４５号（２００８）

２０ 『北京周報』１９８３年８号、５頁。
２１ 江平・前出「関於宗教五性的来歴及其現実意義」１３８頁。
２２ 『朝日新聞』１９９０年７月２７日。
２３ 国家宗教局政策法規司編『中国宗教法規政策読本』宗教文化出版社、２０００年、５頁。
２４ なお、１９５０～２０００年のキリスト教関係の詳細な資料・文献については、筆者が顧問・翻訳
協力として関与した『原典現代中国キリスト教資料集』新教出版社、２００８年を参照。

２５ 羅竹風主編『中国社会主義時期的宗教問題』上海社会科学院出版社、１９８７年、３４頁。
２６ 中国無神論学会編『中国無神論文集』湖北人民出版社、１９８２年、３３０～３３１頁参照。儒教
が宗教かどうかの論議は、その後も続いている（｢儒教問題座談会｣『世界宗教文化』１９９７
年総１１期、６３頁参照）。いずれにしても、この問題の帰趨は主に「宗教」の定義にかかって
いる。

２７ カ－ル・マルクス『ヘ－ゲル法哲学批判序説（１８４３年末～１８４４年１月）城塚登訳、岩波文
庫、１９７４年、７２頁、『マルクス＝エンゲルス全集』（大月書店、以下『全集』と略す）第１
巻、４１５頁。なお、本稿で文庫本から引用している場合、便宜のため、『全集』での同一個
所の頁も記しておく。
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　人口に膾炙したこの宗教「阿片」（das Opiat des Volks）論は、マルクスの理論形
成過程の初期に出されたものであるが、その後、マルクス主義の世界史的展開とと
もに、「阿片」論も世界をめぐることになった。
　「阿片」論の周辺をさらにみてみよう。マルクスは、人間と宗教の関係について、
「人間が宗教をつくるのであり、宗教が人間をつくるのではない」 ２８とし、そしてそ
の人間の現実世界が倒錯しているがゆえに、倒錯した意識である宗教を生み出すと
する。つまり宗教は人間にとって自分が自分でないという自己疎外の表現であるわ
けである。「宗教は、自分自身をまだ自分のものとしていない人間か、または１度
は自分のものとしてもまた喪失してしまった人間か、いずれかの人間の自己意識で
あり自己感情なのである。しかし人間というものはこの世界の外部にうずくまって
いる抽象的な存在ではない。人間とはすなわち人間の世界であり、国家であり、社
会的結合である。この国家、この社会的倒錯した世界であるがゆえに、倒錯した世
界意識である宗教を生み出すのである。宗教は、この世界の一般的理論であり、そ
れの百科全書的要綱であり、それの唯心論的な、体面にかかわる問題（point-d’  
honneur）であり、それの熱狂であり、それの道徳的承認であり、それの儀式ばっ
た補完であり、それの慰めと正当化との一般的根拠である。宗教は人間的本質が真
の現実性をもたないがために、人間的本質を空想的に実現したものである」 ２９。
　マルクスにとって宗教は倒錯した現実の空想的表現であるが、しかしマルクス
は、ここで宗教を信仰する民衆を愚かだとしているのではない。マルクスは、宗教
には民衆の自己主張の一形態といえる側面があることを認めている。つまり、宗教
は、現実的な悲惨に対する民衆の「抗議」（Protestation）でもあるわけである。た
だし、マルクスは、この「抗議」に現実的力を認めない。結局のところ、宗教は民
衆の「嘆息」（Seufzer）であり、「阿片」であると考える。換言すれば、宗教とい
う形態をとる民衆の「抗議」は、民衆の重い「嘆息」であり、現状の根底的変革の
ための現実的力をもたないがゆえに、のみならず、現状変革の意欲を麻痺させ、革
命の鉾先を対象からそらすがゆえに、宗教は民衆の「阿片」であるとされるのであ
る。民衆は、実効性のない「抗議」自体に「阿片」的な自己慰安を見いだすという
わけである。
　マルクスは、「阿片」論を提示後、「天国の批判」から「地上の批判」へ、さらに

９

２８ 同上、７１頁、『全集』同上。
２９ 同上、７１～７２頁、『全集』同上。



「地上の変革」へと突き進んでいき、そして、この「地上の変革」は宗教の揚棄を
ともなっていた３０。
　ここで注意すべきは、「阿片」論提示後、マルクス自身は、「阿片」という概念３１

で宗教論を展開することはなかったことである。宗教「阿片」論をマルクス主義の
宗教論の基軸に据えたのはレーニンである。このことによって、「阿片」論は、マ
ルクス＝レーニン主義の宗教問題上の中心的観点とされるに至った。レーニンは論
じる。「宗教は民衆の阿片である。――このマルクスの格言は、宗教の問題におけ

１０

筑波法政第４５号（２００８）

３０ この宗教の揚棄の問題は、マルクスおよびエンゲルスにとって、宗教を含む上部構造と
下部構造の関係の問題である。宗教はそれ自体、独立したものとはみなされない。かれら
は言う。「意識はそもそものはじめからすでに一つの社会的産物なのであり、およそ人間た
ちが存在するかぎり、社会的産物であることをやめない」（『ドイツ・イデオロギ－〔１８４５～
１８４６年〕』真下信一訳国民文庫、１９６５年、５９頁、『全集』第３巻、２６頁）。換言すれば、「意
識〔das Bewusstsein〕は意識された存在〔das bewusste Sein〕以外のなにものかでありうる
ためしはなく、そして人間たちの存在とは彼らの現実的生活過程のことである」（同上、５１
頁、『全集』同上、２２頁）。つまり、「意識が生活を規定するのではなくて、生活が意識を規
定する」のである（同上、５２頁、『全集』同上）。宗教も同様であるとされる。「フォイエル
バッハは宗教的あり方を人間的あり方へ解消する。しかし人間性は一個の個人に内在する
いかなる抽象物でもない。その現実性においてそれは社会的諸関係の総体である」（マルク
ス『フォイエルバッハにかんするテ－ゼ〔１８４５年春〕』同上書、２４頁、『全集』第３巻、４
頁）。「フォイエルバッハは『宗教的心情』そのものが一つの社会的産物であること、そし
て彼の分析する抽象的個人が或る特定の社会形態に属することを見ない」（同上、２５頁、
『全集』同上、４～５頁）。宗教が一見いかに物質的基礎から「縁遠いように見え」ようと
もそうであるとエンゲルスは言う。「国家のうちに、人間を支配する最初のイデオロギ－的
な力がわれわれにたいして現れる。社会は、内外からの攻撃にたいしてその共同の利益を
まもるために、自分のために一つの機関をつくりだす。この機関が国家権力である。この
機関は、発生するとすぐに、社会にたいして独立するようになる。そしてそれが一定の階
級の機関となってこの階級の支配を直接に行使するようになればなるほど、ますますそう
なってくる。・・・・・ところで国家は、ひとたび社会にたいして独立するようになると、
ただちにそれ以上のイデオロギ－を生みだす。・・・・・より高い、言いかえれば、物質的、
経済的基礎からより離れたイデオロギ－は、哲学および宗教という形をとっている。ここ
では観念とその物質的存在条件との連関がますますこみいっており、多くの介在物によっ
てますます不明瞭となっている。しかしそれは存在しているのである」（前掲『フォイエル
バッハ論』７６～７８頁、『全集』第２１巻、３０７～３０８頁）。換言すれば、こういうことである。
「人間たちの頭脳のなかの模糊たる諸観念といえども、彼らの物質的な、経験的に確かめう
る、そして物質的諸前提に結びついた生活過程の必然的昇華物である。こうなると道徳、
宗教、形而上学およびその他のイデオロギ－とそれらに照応する意識諸形態はこれまでの
ようになにか自立したものででもあるかのごとき外見はもはや持ちつづけることはない」
（マルクス、エンゲルス、前掲『ドイツ・イデオロギ－』５２頁、『全集』第３巻２２頁）。
 宗教が物質的、現実的な生活過程の必然的昇華物であるとすれば、その生活過程そのも
のが問題となる。この問題をいかに処理するか。「意識のあらゆる形態と産物は精神的批判
によってではなく、『自己意識』への解消とか、『お化け』、『化けもの』、『妄念』等々への
転化によってではなく、ただこれらの観念論的たわごとを生みだした源であるところの現
実の社会的関係の実践的転覆によってのみ解消させられうる」（同上、７２頁）
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るマルクス主義の世界観全体のかなめ石である。マルクス主義は、現代のすべての
宗教と教会、ありとあらゆる宗教団体は、労働者階級の搾取を擁護し、彼らを麻酔
させる役をする、ブルジョア反動の機関であると、つねに考えている」 ３２。
　そして、中国は、基本的には、このレーニンの宗教論を受け継いできた。「文革」
後においても、そうである。たとえば、マルクスの『ヘーゲル法哲学批判序説』に
ついて、それは「マルクス主義の宗教観の理念的基礎を定め、今日に至ってもいま
だ真理の輝きを放っている」 ３３と言われ、また、「民衆の阿片」（中国語訳では“人民
的鴉片”）について、それは、「一種の比喩式の言い方であり、宗教の定義とするこ

１１

 それでは、この現実の社会的関係の実践的転覆と宗教の消滅との関係は具体的にいかなる
ものか。
 マルクスは初期、労働における疎外と宗教における疎外を類比させて次のように論じて
いた。「労働は彼自身のものでなく、ある他人のものであるということ、それは彼に属して
いないということ、彼は労働のなかで自分自身にではなく、ある他人に所属しているとい
うこと。ちょうど宗教において、人間の空想、人間の脳髄、人間の心情の自己活動が、個
人から独立に、すなわち、ある疎遠な、神的あるいは悪魔的な活動として、その個人に作
用するように、労働者の活動も彼の自己活動ではないのである。それはある他人に属して
おり、彼自身の喪失なのである」（『経済学・哲学手稿〔１８４４年４月～８月〕』藤野渉訳、国
民文庫、１９６３年、１０３頁、『全集』第４０巻、４３５頁）。しかし、労働における疎外と宗教にお
ける疎外は同次元のものではない。後者の揚棄（止揚）は、前者の揚棄が前提とされてい
る。「私的所有の積極的止揚は、人間的生活を我がものとする獲得として、いっさいの疎外
の積極的止揚であり、したがって人間が宗教、家族、国家、等々から彼の人間的な、すな
わち社会的なあり方へ帰ることである。宗教的疎外そのものはただ人間的内面の意識の領
域でおこるだけであるが、経済的疎外は現実的生活の疎外である――したがって、それの
止揚は、両方の面〔意識面と現実面と〕を包括する」（同上、１４７頁、『全集』同上、４５８
頁）。要するに、経済的疎外の揚棄は、意識面と現実面の両面での疎外の揚棄であり、そし
てこの経済的疎外の揚棄は、具体的には私的所有の揚棄であるわけである。
 マルクスはまた後に、次のように言う。「現実的世界の宗教的反射は、総じて、実践的な
日常生活の諸関係が人々にたいし、彼らの相互間および対自然のすき透るような・理性的
な・諸連関を日常的に表示するばあいにのみ、消滅しうる。社会的生活過程すなわち物質的
生産過程の姿態は、それが、自由に社会を構成する人人の産物として彼らの意識的な計画
的統制のもとにあるばあいにのみ、その神秘的な霞の衣をぬぎすてる。だが、そのために
は、社会の物質的基礎が、あるいは、それ自身がまた長い苦難にみちた発展史の自然発生
的産物である一連の物質的な実存諸条件が、必要とされている」（『資本論〔一〕』長谷部文
雄訳、角川文庫、１２６～１２７頁、『全集』第２３巻a、１０６頁）。ここにおいては、自由に社会を
構成する人々による物質的生産過程に対する意識的な計画的統制が指摘されている。

３１ 実は、「阿片」という概念は、マルクスの発明ではなく、マルクスが「阿片」論を言い出
す前に、当時のドイツのヘーゲル左派のフォイエルバッハ、ブルーノ・バウアー、ハイネ等
がすでに「阿片」概念を使用していた。

３２ レーニン「宗教にたいする労働者党の態度について（１９０９年５月）」『レーニン全集』（大
月書店、以下『全集』と略す）第１５巻、３９２～３９３頁。なお、レーニン自身の表現では、「宗
教は一種の精神的下等火酒」である（レーニン「社会主義と宗教〔１９０５年１２月〕」『全集』
第１０巻、７０頁）。



とはできないが、しかし、この種の比喩方式で説明しているのは、決して宗教のあ
る側面の属性ではなく、宗教の最も根本的な属性を説明し、宗教の本質および社会
的作用を反映している。各種の宗教でおよそ例外はない」 ３４と論じられ、さらに、
レーニンの論文の『社会主義と宗教』と『宗教にたいする労働者党の態度につい
て』は、「宗教問題に関するマルクス＝レーニン主義政党のきわめて重要な綱領的
文献」 ３５とされている。
　江平（当時、中央統戦部副部長）は言う。「阿片」論をマルクスが最初に提起し
たものでなくとも、「宗教が人民にたいして有している麻酔作用、“宗教は人民の阿
片である”を否定することはできない。・・・・・マルクス主義の宗教観を単に“宗
教は人民の阿片である”という語句に帰結させることはできない。だが、この語句
はやはり、マルクス主義宗教観の重要な構成部分であり“基石”である。これは絶
対に動揺させることはできない。“宗教は人民の阿片である”を否定すれば、マル
クス主義の全体的な宗教観でなくなってしまう」。社会主義の条件下でも、宗教の
本質に変化はなく、「宗教が思想意識上に果たす麻酔作用は否認できない」 ３６。
（２）「反映」論

　しかし、１９９０年代以降、「阿片」論は前面には出されなくなってきている。この
傾向は、特に１９９１年２月、中共中央、国務院「宗教工作をいっそう良く行う上での
若干の問題に関する通知」が「宗教と社会主義社会の相互適応」の理念を提示して
以来、一般化してきた。
　もちろん、この状況下でも、体制的には依然として、宗教は世界観、価値観的に
否定的に認識されており、「マルクス主義宗教観は、当然のごとく、宗教問題おけ
る理論上の指導的地位にある」 ３７ことに変化はない。表舞台からの「阿片」論の退出
は、イメージ的に強いインパクトを与える「阿片」という用語を控えるという政策
的配慮の反映である３８。代替的に、エンゲルスの「反映」論が前面に出されるよう
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３３ 呂大吉「正確認識宗教問題的科学指南――重読馬克思『「黒格爾法哲学批判」導言』」中
国無神論学会編『中国無神論文集』湖北人民出版社、１９８２年、３頁。

３４ 唐堯「関於正確認識宗教本質的幾個問題」中国社会科学院世界宗教研究所宗教学原理研
究室編『宗教・科学・哲学』河南人民出版社、１９８２年、５３頁。この観点からのより詳細な議
論は、張継安「対“宗教是人民的鴉片”這個論断的初歩理解」『世界宗教研究』１９８１年２
期、６頁以下。

３５ 唐堯「関於正確処理宗教的問題――読列寧『社会主義和宗教』『論工人政党対宗教的態
度』両文剳記」中国無神論学会編・前出『中国無神論文集』３８頁。

３６ 江平「認真学習馬克思主義的宗教理論和党的宗教政策」『紅旗』１９８６年９期、２６頁以下。
３７ 王作安主編『面向新世紀的中国宗教和宗教工作』学習出版社、２０００年、４５頁。
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になっている。
　政府の文献は、次のように論じる。「宗教の本質は、宗教学の最も基本的な理論問
題であり、それは、“宗教とは何か”という宗教に対する基本的認識問題である。古
今東西、様々な宗教学派が、この問題に対する自己の回答を出し、マルクス、エンゲ
ルス、レーニンも、異なる回答を提示した。我々は、エンゲルスの『反デューリング
論』のなかの一段が、この問題に科学的に回答したと考える。エンゲルスはこう指摘
している。“いっさいの宗教は、人間の日常生活を支配する外的な諸力が、人間の頭
のなかに空想的に反映されたものにほかならないのであって、その反映のなかでは、
地上の諸力が天上の諸力の形態をとるのである。”この段は、宗教が宗教たる所以の
本質的規定性を概括的かつ深く掲出している」。「マルクス主義の宗教研究者は、一般
にこの段を、宗教についてのマルクス主義の定義とみなしている」 ３９。
　エンゲルスの「反映」論に対するこういう評価は、これまでも存在したが４０、こ

１３

３８ もっとも、社会主義社会における宗教を「阿片」論で説明することに対して、理論的に
一定の疑問を呈する論は、それまでにもあった。たとえば、趙復「宗教・精神文明・民族団
結」（『人民日報』１９８５年１１月１１日）、羅竹風主編『中国社会主義時期的宗教問題』（前出）
等である。これらの論は、党内指導部のなかの李維漢、胡喬木たちと理論的につながりが
あった。比較的詳しく論じている羅竹風のグループの論をみてみよう（同上、１６９～１７３
頁）。
 ①“阿片”は、宗教が階級社会において一定の条件下で消極的作用をおこすことに対す
る具体的な比喩である。しかし、宗教を“阿片”に喩えるのはマルクスが前人の言い方を
受け継いだものである。マルクスの“阿片”論（レーニンの“基石”論も）は、階級社会
の宗教の状況（何よりも宗教と反動支配が密接に結びついていたドイツとロシア）に対し
て言ったものであり、宗教についてのマルクスの理論を“宗教は人民の阿片である”とい
う言葉に帰結させることはできない。②歴史上の宗教の作用は、時代、社会条件が異なる
ことによって異なり、一律に“阿片”を用いて概括できない。長期の階級社会においては、
革命に対して宗教が果たした消極的作用が主要なものであるが、しかし、一定の条件下で
被抑圧階級が宗教を反抗の思想的武器としたのも無視できない歴史的事実である。また、
宗教の社会的作用を政治的角度からのみ観察できない。宗教は各民族の歴史、文化の不可
分の一部分となっており、その民族の文学、美術建築等は程度の差はあれ、宗教の影響を
受けている。宗教の形態下の文化的遺産にたいしては、分析して継承すべきで、“阿片”と
して全面的に否定することはできない。③社会主義の時期の宗教の作用は、“阿片”を用いて
説明できない。宗教は社会主義社会と協調できる以上、宗教が果たす作用はすべて“阿片”、
あるいは基本的に“阿片”、本質的に“阿片”などと言うことはできない。階級社会における
宗教の“阿片”作用の二種の意義――現実の苦難から逃避するために宗教に精神的慰藉を求
めて苦痛を鎮める作用と支配階級が宗教を利用して人民に麻酔をかけ被抑圧の境遇を甘受
させる作用――は、社会主義の条件下では存在しない。もっとも、社会主義社会でも大量
の人民内部の矛盾、社会問題は存在し、宗教も消極的作用を果たす。しかし、我々が宗教
問題に対して正確な方針と政策を実行すれば、宗教の消極的作用を最小の範囲内に制限す
ることができる。

３９ 国務院宗教事務局編『宗教政策学習綱要』宗教文化出版社、１９９５年、１３～１４頁。



の評価が一般化してきたということである。これは、今日まで、党と政府の政策に
おいて維持されている４１。
　かつて、マルクスの「阿片」論について、それは普遍的意義を有しており、その
主要な精神は宗教が存在するすべての社会に適用される４２としていた龔学増（現・
中共中央党校科学社会主義教研部教授）も、その後、こう述べるにいたっている。
マルクス、エンゲルス、レーニンは、宗教の本質について、「宗教は倒錯した世界
観である」、「宗教は人民の阿片である」、「宗教は一種の精神的下等火酒である」な
どと論じていたが、しかし、「最も完成され、最も正確な表現」は、エンゲルスの
『反デューリング論』のなかの一段である４３。
　１９９０年代以降、「反映」論が一般化してきたが、注意すべきは、近年、少なくと
も学問領域に限って言えば、“宗教とは何か”という主題に対して、マルクス、エ
ンゲルスの観点から離れて、西側の研究方法に類似するアプローチでもって研究す
るのが出てきていることである４４。この現象は、他の学問領域と共通するものがあ

１４

筑波法政第４５号（２００８）

４０ たとえば、呂大杰「馬克思主義宗教観的形成和発展」『世界宗教研究』１９８５年３期、１３５
頁参照。

４１ 王作安主編・前出『面向新世紀的中国宗教和宗教工作』１４頁以下、翁振進、汪錫奎主編
『党政幹部民族宗教知識読本』宗教文化出版社、２００２年、１４８頁以下参照。
４２ 龔学増「関於我国社会主義時期宗教方面的幾個問題」『世界宗教研究』１９８６年１期、１３９
頁。

４３ 龔学増『宗教問題幹部読本』中共中央党校出版社、２０００年、６５頁。
 参考のため、エンゲルスの「反映」論の主たる内容を紹介しておく。これは次のようなもので
ある。
 「いっさいの宗教は、人間の日常生活を支配する外的な諸力が、人間の頭のなかに空想的
に反映されたものにほかならないのであって、その反映のなかでは、地上の諸力が天上の
諸力の形態をとるのである。歴史の初期には、まず最初に自然の諸力がこういう反映の対
象となるのであって、それらは、その後の発展につれて、さまざまな民族のあいだできわ
めて多様な、きわめて雑多な人格化をこうむる。・・・・・しかし、まもなく、自然の諸力
とならんで、社会的諸力も作用するようになる。この社会的諸力も、自然の諸力そのもの
と同じように外的なものとして、またはじめには同じように不可解なものとして、人間に
対立し、外見上同じ自然必然性をもって人間を支配する。最初は自然の神秘的な諸力を反
映していただけの空想的な形象が、その結果、社会的な属性をもつようになり、歴史的な
諸力の代表者となる。さらにすすんだ発展段階では、多くの神々のもっていた自然的およ
び社会的な属性が、ことごとく全能の唯一神に移されるが、この唯一神そのものはこれま
た抽象的人間の反射にすぎない」（『反デューリング論〔１８７８年〕』村田陽一訳、国民文庫、
１９７０年、第２分冊、５５５頁、『全集』第２０巻、３２５頁）。そして、「宗教は人間を支配する外的
な自然的および社会的な諸力にたいする人間のふるまいの直接的な、すなわち情緒的な形
態として、人間がこのような諸力の支配のもとにあるかぎり、つづくことができる」（同
上、５５６頁、『全集』同上）。このうち自然的諸力の問題は、自然科学の発展段階と関係する
が、これについてエンゲルスは別のところでこう論じる。「神はどこでも神を信ずる自然科
学者たちから受ける以上の虐待を受けることはない。・・・・・近代自然科学の歴史において
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り、今後広がってくる可能性がある。

第２節　宗教批判

（１）党にとって宗教は「私事」ではない

　マルクス主義にあっては、信教の自由は歴史的存在である。すなわち、信教の自
由の思想とは、特定の歴史的段階の「人間の生活諸関係、彼らの社会的諸関係、彼
らの社会的存在」を基礎とする「意識の分野での自由競争の支配を言いあらわした
ものにすぎない」 ４５のである。それでは、党は信教の自由にいかに対応すべきか。マ
ルクスは、「ゴータ綱領草案」の中に“信教の自由”が規定されていたことに対し
て言う。「労働者党はこの機会に、ブルジョア的な『信教の自由』とはありとあら
ゆる種類の宗教的な信念の自由を大目に見ることにほかならないこと、だが党はむ
しろ信念を宗教的幽霊から解放するために努力するということ、この自覚を表明す
べきであった。しかるに人々は、『ブルジョア的な』水準を踏みこえるのを好まな
いのである」４６。
　要するに、マルクスは、信教の自由を否定しないが、党は宗教を必要とする状態
から社会を根底的に解放するために努力しなければならないとするのである。ここ

１５

　神がその擁護者たちから受けた取り扱いは、イェーナの戦役でフリードリヒ・ウィルヘルム
三世が彼の将軍や役人たちから受けた取り扱いのようなものである。科学の進軍のまえに
部隊はつぎつぎと降伏し、要塞はつぎつぎと陥落してゆき、ついには自然の無限の領域全
体が科学によって征服されて、自然の中にはもはや創造主の存在する余地はまったくなく
なっている」（『自然の弁証法〔１８７３～１８８３年〕』『全集』第２０巻、５１０～５１１頁）。他方、社会
的諸力を社会の支配に服せしめるためには、エンゲルスは先の『反デューリング論』のな
かで、続けて言う。「なによりもまず一つの社会的行為が必要である。そして、この行為が
なしとげられたとき、すなわち、社会がいっさいの生産手段を掌握しそれを計画的に運用
することによって、社会自身とその全成員とを、現在彼らがこの生産手段――彼ら自身で
生産したものでありながら、優越する外的な力として彼らに対立しているところの――の
ためにおとしいれられている隷属状態から解放するとき、したがって人間がもはや事を計
画するだけではなく事の成否をも決するようになるとき、そのときにはじめて、いまなお
宗教に反映されて最後の外的な力が消滅し、それとともに宗教的反映そのものも消滅する。
それは、そのときにはもう反映すべきものがないという、簡単な理由によるのである」（前
出『反デューリング論』第２分冊、５５６～５５７頁、『全集』第２０巻、３２６頁）。また、そこで
は、「人間が作用させる社会的諸原因は、だいたいにおいて人間が望んだとおりの結果をも
たらすようになり、また時とともにますますそうなってゆく。これは、必然の国から自由
の国への人類の飛躍である」（同上、５０６頁、『全集』同上、２９２頁）。

４４ たとえば、趙志毅「宗教本質新論」『世界宗教研究』１９９５年４期、４０頁以下、周国黎「対
宗教学研究主題的反思」『世界宗教研究』２０００年４期、１２５頁以下。

４５ マルクス、エンゲルス「共産党宣言」『全集』第４巻４９３頁。
４６ マルクス「ゴータ綱領批判」『全集』第１９巻３１頁。



で、マルクスは宗教との闘争を語っているのではない。ちなみに、マルクスは宗教
について体系的に語っていないが、彼の宗教論の本質は宗教そのものの批判ではな
く、宗教の「現実的基礎」の批判とその克服である。

　党にとって宗教は「私事」でないこと、さらには宗教との闘争を明確に述べたの
はレーニンである。彼は論じる。エルフルト綱領の中の宗教「私事」条項はその
後、「党としてのわれわれにとって、宗教は私事であるという意味に、解釈される
ようになった。エンゲルスは、この日和見主義的な見解にたいして直接論戦はしな
かったが、１８９０年代に、この見解にたいして論戦の形ででなく、積極的な形で断固
として反対する必要があると考えた。すなわち、エンゲルスは社会民主党が宗教を
私事とみなすのは、けっして自分自身にとってではなく、マルクス主義にとってで
はなく、国家にとってである、と言明し、この言明をわざわざ強調するという形
で、右の見解に反対したのである」 ４７。「プロレタリアートの党は、国家にむかって
は宗教は私事であると宣言するように要求するが、民衆の阿片との闘争、宗教的迷
信との闘争、等々の問題が私事であるとはけっして考えない。日和見主義者は、社
会民主党が宗教を私事とみなしているかのように、問題をねじまげる！」 ４８。

　党にとって宗教は私事でないというこのレーニンの論が、中国での宗教に対する
党の基調となった。
　「マルクス主義者は、宗教に対して泰然と放任の態度を決してとらない。なぜなら
ば、この態度は実際上、マルクス主義の思想陣地を放棄し、教会がプロレタリア階級
に迷霧をまきちらすことを容認し、プロレタリア思想が害毒を受けたりプロレタリア
階級の革命運動が阻止と破壊にあうことを座視することであるからである。結局のと
ころ、これは原則を放棄し闘争をやめる一種の日和見主義の態度である」 ４９。「宗教が
誤った世界観であり消極的作用を有している以上、我々は宗教に対して賛美と宣揚
の態度をとることはできない。逆に、我々は理論上、宗教神学と境界を画し、宗教
神学と共産主義学説を調和させるいかなるやり方にも反対しなければならない。マ
ルクス主義は科学的真理であり、それは一切の迷信に反対し、いささかも信仰主義
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４７ レーニン「宗教にたいする労働者党の態度について」『全集』第１５巻３９４頁。
４８ 同上、４００頁。また、レーニン「社会主義と宗教」『全集』第１０巻７１頁参照。
４９ 唐堯・前出「関於正確認識宗教本質的幾個問題」５８頁。
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の雑質がしみ込むのを許さない。社会主義社会では、宗教は国家にとっては私事で
あるが、しかし党にとっては決して私事ではない」 ５０。
　かくのごとく、党にとっては宗教批判が原則となる。むろん、党員も無神論者で
あることが要求される。後述のように、宗教は、国家にとっては「私事」である。
しかし、中国では、党は執政党であり、しかも一党支配の政党である。法的にも、
憲法序言におけるいわゆる「四つの基本原則」の“解釈”を通して、党の国家に対
する統率的指導が公言されている。権力機構の最上部に党が位置しているのであ
る。つまり、党権力下の国家権力である。このことからすれば、宗教批判原則と宗
教「私事」原則の間の境界と関係の具体的ありようは、つまるところ党の政策に依
拠する。
　確かに、国家にとっての宗教「私事」原則を侵さないように、党の宗教批判には
一定の枠があることが強調されている。たとえば、「我々の宗教批判は、ただ宗教
の世界観を批判するだけであり、宗教職を担っている人員を批判するのではなく、
ましてや宗教を信仰する大衆を批判することでもない」  ５１と言われる。しかし、こ
れは党の宗教政策の変更によって容易に浸食され得ることは、過去の歴史的事例に
照らして明らかである。国家に対する党の統率的指導権が維持される限り、この問
題は解消されない。
（２）宗教批判の方法

　党にとっては宗教批判が原則であるが、宗教批判の方法には制約があるとされる。
つまり、強制的方法をとってはならないのである。その理由は、第一に、この方法は
効果がないのみか有害であるからであり５２、第二に、社会主義社会では宗教問題は、
すでに原則的に人民内部の矛盾になったからである５３。
　ここで注意すべきは、上の第一については、強制的方法は得策でないという政策
的配慮の域を出ていないということである。党の自己抑制にすぎない。第二につい
ても、状況によっては、宗教問題は人民内部の矛盾の枠外の性質のものとなる。す
なわち、「宗教に反対する闘争の中には純粋な思想闘争があると同時に、思想闘争
と政治闘争の結合があり、人民内部の矛盾があると同時に、敵・味方の矛盾がある
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５０ 牟鍾鑑「関於社会主義時期宗教的幾個問題」前出『宗教・科学・哲学』１０３頁。
５１ 孔繁、李申「実事求是地研究宗教問題――学習《鄧小平文選》的体会」『世界宗教研究』
１９８３年４期、 １頁。
５２ 前出・中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」５５頁。
５３ 牟鍾鑑・前出「関於社会主義時期宗教的幾個問題」１０４頁。



ということである。宗教問題に対しては、必ず史的唯物論の態度でもって具体的に
分析し、区別して対処しなければならない。ここにおいて、我々は闘争の性質と矛
盾の性質を分析し、しかるのちに必要な闘争形式と矛盾を解決する方式・方法を決
定しなければならない」  ５４。このように、宗教問題は、その矛盾の性質によっては
政治闘争の方法で対処される場合がある。そして、この矛盾の区分基準は政治的基
準であり、区分認定には党の意思が介入する。
（３）宗教批判の現況

　１９７９年末の「改革・開放」政策の採用以来、党にとっての宗教批判も比較的に緩
和されてきた。しかし、１９９０年代以降、人口の大多数が生活する農村において、宗
教面で「新しい状況」「新しい問題」が出現し、特に一部の地方で、宗教を利用し
て違法活動を行う現象が突出し、国内外の敵対勢力が宗教を利用して浸透・破壊活
動を行い、農村基層組織の建設に重大な影響を及ぼしていることが指摘され、これ
に対処するため、１９９８年１月、中央組織部、中央統一戦線部、国務院宗教事務局
は、連名で、「農村基層組織において、宗教活動問題を真剣・適切に処理すること
に関する通知」を発した５５。
　さらには、１９９９年の「法輪功」事件５６を契機に、中国の宗教政策はいっそう緊張化
してきた。この背景には、「“法輪功”事件の出現は、偶然の現象ではなく、偽科学の
長期の氾濫の産物である」  ５７という認識があった。とりわけ衝撃的であったのは、法輪
功の関係者として、大衆のみでなく、党内の一般党員や指導幹部もいたことである５８。
なかには、法輪功が批判されるようになった後でも、法輪功を弁護し、「法輪大法
とマルクス主義は一致している」、「党員であることと法輪大法を信じることは矛盾
しない」と主張した党の指導幹部もいた５９。
　こうした状況を受けて、党は、科学的唯物論の堅持、弁証法的唯物論の世界観の
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５４ 唐堯・前出「関於正確認識宗教本質的幾個問題」６０頁。
５５ 国家宗教局政策法規司編・前出『中国宗教法規政策読本』５２頁参照。ただ、注意すべき
は、これまで人口の大多数は農村地区に居住していたが、近年は、都市地区（町を含む）
の人口が急増しており、２００６年では、都市地区５億７７０６万人、農村地区７億３７４２万人で
あった（国家統計局編『中国統計摘要２００７』中国統計出版社、２００７年、３９頁）。この人口趨
勢も、今後の宗教状況に影響を及ぼすものと考えられる。

５６ この事件については、本論稿の第四章第三節（２）を参照。
５７ 李申「時代呼喚科学精神」『光明日報』１９９９年７月３０日。
５８ 中国社会科学院“法輪功”現象綜合研究課題馬列研究所分組「認破“法輪大法”的実質、
堅定共産主義信念」『光明日報』１９９９年８月６日、李崇富「“法輪大法”與馬克思主義根本
対立」『光明日報』１９９９年７月３０日参照。
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堅持、無神論の堅持、迷信への反対、観念論への反対、党員とりわけ指導幹部が神
仏を崇め、宗教団体に参加することは党規約違反であること等をあらためて強調し
てきている。これらは、かつてのような直接的な宗教批判ではないが、間接的には
宗教批判につながるものであることは否定しがたい。

第２章　国家にとっての宗教

第１節　宗教「私事」原則

　マルクス主義においては、国家にとっての宗教の原則は宗教＝「私事」論である６０。
中国でも、同様である。建国後の最初の正式の憲法も、宗教は公民の「自由選択の問
題」であるという理念を基礎としていた６１。
　「文革」の時期は、序章で述べておいたように、宗教は弾圧されたが、「文革」
後、とりわけ現行の８２年憲法下では、宗教＝「私事」の原則、つまり「宗教は国家
に対して言えば、宗教を信仰するか信仰しないかは個人の事がらである」  ６２という
こと、「宗教信仰の自由の政策の実質は、宗教信仰の問題を公民個人の自由選択の
問題、公民個人の私事になさしめようとすることである」  ６３ということが、建国後
で最も維持されている６４。
　信教の自由を定めている憲法第３６条については、最初の時期は、それを信仰の自
由を中心に解釈するのが通説的であった。すなわち、公民は、宗教を信仰する自由
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５９ 中国社会科学院“法輪功”現象綜合研究課題馬列研究所分組「認破“法輪大法”的実質、
堅定共産主義信念」『光明日報』１９９９年８月６日、李崇富「“法輪大法”與馬克思主義根本
対立」『光明日報』１９９９年７月３０日参照。孫凱飛「馬克思主義和“法輪大法”的根本対立」
中国社会科学院「法輪功」現象綜合研究課題組『“法輪功”現象評析』社会科学文献出版
社、２００１年、３６６頁。

６０ マルクスとエンゲルスは、「国家と教会の完全な分離」を論じ（マルクス、エンゲルス
「ドイツにおける共産党の要求」『全集』第５巻４頁。また、マルクス「フランスにおける
内乱」『全集』第１７巻３１５～３１６頁参照）、「宗教は国家にとっては私事にすぎないという原則
の実施」を評価していた（エンゲルス「カール・マルクス『フランスにおける内乱』＜１８９１
年版＞への序文」『全集』第２２巻、２００頁）。なお、宗教「私事」論はすでに、１８７５年の「ド
イツ社会主義労働党綱領（ゴータ綱領）」（マルクス『ゴータ綱領批判』望月訳、岩波文庫、
付録、１８２頁）および１８９１年の「ドイツ社会民主党綱領（エルフルト綱領）」（同上、１８９頁）
に規定されていた。

６１ 韓大元編著『１９５４年憲法與新中国憲政』湖南人民出版社、２００４年、４４２頁参照。
６２ 蕭蔚雲、魏定仁、宝音胡日雅克編著『憲法学概論（修訂本）』北京大学出版社、１９８４年、
２８９頁。
６３ 前出・中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」６０頁。



と宗教を信仰しない自由、いずれかの種類の宗教を信仰する自由、同一の宗教のなか
のいずれかの教派を信仰する自由、過去は宗教を信仰して現在は信仰しない自由、過
去は宗教を信仰しないで現在は信仰する自由を有するという内容のものである。
　これを基礎としたその後の理論展開を経て、今日、通説的な解釈となっているの
は、信教の自由は、一つの権利体系として、宗教の自由と信仰の自由を含むという
ことである。すなわち、公民の宗教の自由の内容は、主に、宗教儀式を挙行し参加
する自由、宗教教義を広める自由、外国の宗教勢力は中国の宗教の自由に干渉する
権利はないということであり、公民の信仰の自由の内容は、主に、宗教を信仰する
自由と宗教を信仰しない自由、いずれかの種類の宗教を信仰する自由、同一の宗教
のなかのいずれかの教派を信仰する自由、過去は宗教を信仰して現在は信仰しない
自由、過去は宗教を信仰しないで現在は信仰する自由ということである。かつ、信
教の自由の保障は、政教分離（国家権力と宗教の分離）、宗教と政治・法律の分離
（宗教・無宗教に対する政治・法律上の一律平等）、宗教と教育の分離、宗教結社の
容認によって担保される６５。

第２節　社会主義国家性

　以上は、宗教「私事」原則の具体的な内容であるが、しかし、中国での宗教「私
事」原則は国家と宗教の絶対的な分離もしくは国家と宗教の完全な相互不干渉を意
味していないことに注意すべきである。このことは、国家の性質によって基礎づけ
られる。
　８２年憲法の序言は、中国人民は「中国共産党の統率的指導のもと、マルクス・レー
ニン主義と毛沢東思想に導かれて、人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し」
（いわゆる「四つの基本原則」）と規定し６６、また第１条は、「中華人民共和国は、労
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６４ ８２年憲法下での信教の自由の憲法学的説明については、陳宝音『中国憲法概論』北京大
学出版社、１９８７年、１２７頁以下、徐顕明主編『公民権利義務通論』群衆出版社、１９９１年、
１６９頁以下、孫哲『新人権論』河南人民出版社、１９９２年、４２２頁以下、許崇徳主編『中国憲
法（修訂本』中国人民大学出版社、１９９６年、４２０頁以下、司法部法学教材編集部編審、蒋碧
昆主編『憲法学（修訂本）』中国政法大学出版社、１９９９年、２７８頁以下、朱福恵主編『憲法
学新編』法律出版社、１９９９年、３２１頁以下、許崇徳主編『憲法』中国人民大学出版社、１９９９
年、１６７頁以下、胡肖華『憲法学』湖南人民出版社、２００３年、１５６頁以下等参照。

６５ 胡錦光、韓大元主編『中国憲法発展研究報告』法律出版社、２００４年、１８４頁以下参照。
６６ 改正を経た現行の規定は、「中国共産党の統率的指導のもと、マルクス＝レーニン主義、
毛沢東思想、鄧小平理論および『三つの代表』の重要思想に導かれ、人民民主独裁を堅持
し、社会主義の道を堅持し」である。
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働者階級の指導する、労農同盟を基礎とした、人民民主独裁の社会主義国家であ
る。社会主義制度は中華人民共和国の根本制度である。いかなる組織または個人
も、社会主義制度を破壊することを禁止する。」と規定している。
　この社会主義国家性からいかなることが派生するか。
　第一に、宗教の側に一定の義務が課せられる。つまり、宗教の領域での活動に内
在的制約が存しているということである。すなわち宗教信仰者、宗教団体は、「宗
教を利用して、党の指導と社会主義制度に反対したり、国家の統一と国内各民族の
団結を破壊することは決して許されない」 ６７のである。また、具体的に何が「許され
ない」活動であるかの認定権も国家と党によって掌握されている。また、「正常な
宗教活動」以外の活動は禁止されるが、この「正常な宗教活動」自体の憲法上の意
味内容も、後述のように、明確でなく、いかなる活動がそれに該当するかは、実際
上、憲法より下位の法令および党の政策によって決められている。この構造におい
ては、信教の「自由」の内容が国家と党によって随意に裁断される可能性がある。
　第二に、国家の側は重要な権限を付与される。社会主義国家性に由来するこの権
限は、憲法にも、次のように明記されている。
　「国家は、理想教育、道徳教育、文化教育、規律と法制の教育を普及させること
を通して、また都市・農村の種々の範囲の大衆のあいだで各種の守則、公約を制
定・実行することを通して、社会主義的精神文明の建設を強化する。
　国家は、祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛する
公徳を提唱し、人民のなかで愛国主義、集団主義と国際主義、共産主義の教育を行
い、弁証法的唯物論と史的唯物論の教育を行い、資本主義的、封建主義的、その他
の腐敗した思想に反対する。」（第２４条）。
　この規定の第１段のなかの「社会主義的精神文明」は思想性と不可分である。す
なわち、「マルクス・レーニン主義、毛沢東思想を指導とすることを堅持すること
は、わが国の社会主義的現代化事業の根本であり、また社会主義的精神文明建設の
根本である。労働者階級の科学的世界観と全人類の精神文明の偉大な成果としての
マルクス主義は、社会主義事業と党の統率的指導の理論的基礎であり、社会主義の
イデオロギーの最も重要な構成部分であり、精神文明建設全体に対して重大な指導
的作用を果たしている。我々の理想建設、道徳建設、文化建設、民主法制の観念の
建設は、いずれもマルクス主義の指導、マルクス主義の理論建設と離れることがで
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６７ 前出・中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」６０頁。



きない」  ６８ということである。
　この思想的枠組を有する社会主義的精神文明は、より具体的には、次の趣旨のこと
を意味する。「社会主義的精神文明の建設は二つの方面の内容を有する。一つは、教
育、科学、文化、芸術、衛生、体育事業および科学技術知識の普及教育を発展させる
こと、もう一つは、社会政治思想と倫理道徳方面の思想教育を進めなければならない
こと、具体的には、このなかには社会主義・共産主義思想、弁証法的唯物論と史的唯
物論、道徳的風習、勤労態度、思想的情操、生活方式と審美観念、守法観念と組織
性・規律性の培養、愛国主義・国際主義精神の樹立、人と人の間の同志式の相互協力
関係の建立が含まれる。前者は文化建設と称し、後者は思想建設と称する」  ６９。
　この内容を含む社会主義的精神文明は、「共産主義思想教育と総称」される憲法
第２４条の第２段のいわゆる「“五愛”公徳と五個主義の教育」  ７０と重複しているが、
いずれにしても、憲法第２４条が共産主義、弁証法的唯物論、史的唯物論の教育を認
めていることによって、同時に当然、無神論教育も憲法的に承認されていることに
なる。国家による無神論教育は主に学校教育課程で行われ、この教育は宗教活動に
直接干渉するものではないが、宗教の影響（特に青少年へのそれ）を抑止、限定化
する作用をすることは否定できない。
　要するに、国家にとっての宗教の原則は、宗教「私事」論＝信教の自由であるとさ
れながらも、その内部構造において、中国の社会主義国家性からすでに、国家権力と
宗教の間に一定の緊張関係がビルト・インされていることに注意する必要がある。
　国家権力と宗教の間の緊張は、１９８３年の「精神汚染一掃」キャンペーンの期間７１、
１９８９年の天安門事件後の一時期７２を除いて、「改革・開放」政策下で比較的に緩和さ
れていた。この緊張緩和の時期、「有神論を語る人はいるが、無神論を語る人はい

２２
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６８ 中共中央「関於社会主義精神文明建設指導方針的決議」（中国共産党第１２届中央委員会第
６次全体会議１９８６年９月２８日通過）。劉武生、顧龍生、楊茂栄、楊全、王明鑑編『論社会主
義精神文明建設』人民出版社、１９８６年、１４～１５頁。

６９ 蕭蔚雲、魏定仁、宝音胡日雅克編著・前出『憲法学概論（修訂本）』１５９頁。
７０ 許崇徳『中国憲法学』天津人民出版社、１９８６年、１８５頁。
７１ このキャンペーンは宗教界も無縁ではなかった。この期間中に、党中央は「精神汚染一
掃のなかにおいて宗教問題に正確に対処することに関する指示」（１９８３年１２月３１日）を出し
ていた。

７２ この時期は全般的に緊張状態であったが、ただ、宗教界における引締めはさほど強くな
かった。これは、「１９８９年の政治風波のなかで、宗教界は落ち着いていた」（江沢民「一定
要做好宗教工作〔１９９０年１２月７日〕」中央党校民族宗教理論室編『新時期民族宗教工作宣伝
手冊』宗教文化出版社、１９９８年、２８４頁）からである。
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ない」という「怪現象」も指摘されていたが７３、無神論教育が放棄されていたわけ
ではない。近年では、１９９９年７月に、いわゆる「法輪功」が非合法化７４されて以
後、科学教育、無神論教育の強化の必要性が説かれてきている。

第３章　信教の自由の保障理由、 性質

第１節　保障理由

　中国の憲法学は、マルクス＝レーニン主義宗教論を前提にして信教の自由を論述
する。いくつかの憲法書をみてみよう。「宗教の本質から言うと、宗教は反科学的
であり、科学、唯物論と対立する観念論の思想体系である。搾取階級社会では、支
配階級は宗教を利用して、広大な人民大衆にたいして経済的搾取と精神的抑圧を行
い、人民の反抗を取り除く道具とする。したがって、宗教は人々の思想を束縛する
作用を果たしており、マルクスの言葉を用いれば、“宗教は人民の阿片である”」 ７５。
「宗教は本質上から言えば、非科学的である。宗教は観念論の社会イデオロギーであ
り、マルクス＝レーニン主義の唯物論の世界観と対立している。宗教はこれまでずっ
と、人民に麻酔をかける精神的阿片であった。したがって、プロレタリア政党は宗教
にたいして中立的態度をとって、その任意に拡大・発展させることはできない」 ７６。こ
れらの言は、中国での宗教論の大勢とも照応する。

　しかし、既述のように、１９９０年代以降、中国では、「阿片」論は後景へ退き、対
比的に、エンゲルスの「反映」論が前面に出てきたが、また近年、宗教の本質につ
いての新説が出てきているにしても、宗教を世界観、価値観的に否定的に認識する
のがいまだ基本的には体制的見地であることに変わりはない。それでは、宗教に対
する否定的認識にもかかわらず、憲法は、なぜ信教の自由を認めているのか。それ
は、以下のような理由によるとされる。
　第一に、「宗教を信じないマルクス主義者が宗教信仰の自由を保護する所以は、

２３

７３ 龔学増主編『当代中国民族宗教問題研究』中共中央党校出版社、１９９８年、２５３頁。この宗
教フィーバーの原因については、議論が分岐している。議論内容を紹介・整理したものとし
て、関鍵「当前我国宗教問題研究綜述」『青海民族研究』１９９９年１期、８０頁以下。

７４ この問題については、本論稿の第４章第３節（２）を参照。
７５ 蕭蔚雲、魏定仁、宝音胡日雅克編著・前出『憲法学概論（修訂本）』２８９頁。
７６ 許崇徳・前出『中国憲法学』２０２頁。



マルクス主義の根本点が、すべて実際から出発し、客観法則を尊重し、客観法則に
照らして事を処理することによる」 ７７。つまり、「社会主義の時期にはまだ宗教を信
仰する人がおり、これは無視できない客観的事実であり、我々はこの事実を尊重し
なければならない」 ７８ということである。よって、「宗教が存在するかぎり、宗教を
信仰する人がいるかぎり、確固として信仰の自由を保証する政策を実行しなければな
らない」７９とされるのである８０。
　第二に、「宗教信仰の問題は、人々の精神世界の問題に属し、この類の問題にた
いしては決して強制の方法で処理することはできず、そうでなければ、効果がない
だけでなく、有害な結果をもたらしうる」  ８１からである。
　第三に、「信仰者大衆と不信仰者大衆の思想・信仰上の差異は、両者の政治上、
経済上の根本利益の一致と比して、二次的なものであり、この信仰上の差異を主要
な地位に上げるべきでない」。そうでなければ、「人民全体を結集して現代化された
社会主義強国を建設するために共同奮闘するという社会主義の時期の党の基本任務

２４
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７７ 羅竹風主編・前出『中国社会主義時期的宗教問題』１４９頁。同旨、金志敏、羅玉中編著
『憲法基本知識』教育科学出版社、１９８６年、１５６～１５７頁。
７８ 張継安「試論我国社会主義時期的宗教」『世界宗教研究』１９８５年４期、６４頁。
７９ 辛林「定着する宗教政策」『北京周報』１９８４年３号、４頁。
８０ 党の重要文献は、「社会主義の条件下、搾取制度と搾取階級の消滅にともなって、宗教の
存在の階級的根源はすでに基本的に消失した」とし、その上で、現実の宗教の存在の理由
として三点あげる。第一に、「人々の意識の発展は総じて、社会的存在にたち後れ、旧社会
から残されてきた旧思想、旧習慣は短期間に徹底的に除去されることはできないこと」。第
二に、「社会的生産力の極大の向上と文化、科学、技術の高度の発達にはまだ長久の奮闘過
程を必要とし、物質が極大に豊富でないこととコントロールできない天災・人禍がもたらす
種々の困苦からもまた短期間にぬけ出ることはできないこと」。第三に、「一定の範囲の階
級闘争と複雑な国際環境がまだ存在し、よって社会主義社会の一部の人への宗教の影響も
不可避的に長期に存在しうること」（前出・中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基
本観点和基本政策」５５頁）。

 この三点は、多くの論文に共通した認識であるが、これにとどまらない論も出ている。
たとえば、蒋文宣は、社会主義の条件下での宗教の存在の根源として、歴史上の根源、社
会的物質的生活上の根源、社会的要素（以上は社会的根源）、認識上の根源の四つをあげ、
このうち、歴史上の根源は上述の党文献の第一に、社会的物質的生活上の根源は第二に、
社会的要素は第三に照応する。ただ、社会的物質的生活上の根源についての説明は詳しく、
経済・政治・文化教育の各面での“事実上の不平等”の存在、社会問題（進学、就職、犯
罪、独居、家庭の各問題）、心理的動因（恐れ、焦り、憂愁、悲痛、絶望、冤罪の辛さ、痛
苦、空虚、孤独）等を指摘している。また、認識上の根源は党文献にはないが、これは
“虚幻の反映”は認識上どのように現出してくるかということであり、認識過程の矛盾（有
限の認識能力でもって無限に発展する客観世界を認識する上での矛盾）と意識の特徴（人
の意識は相対的独立性を有し、その意識活動は現実生活から離れ、連想を経て幻想に入り
込むことが可能であり、ここに主観的盲目性が現出しうる）を論じている（蒋文宣「社会
主義社会中宗教存在的根源和条件」『世界宗教研究』１９８５年３期、１１３～１１７頁）。
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を妨げることになる」。このため、「宗教信仰の問題を公民個人の自由選択の問題、
公民個人の私事にする」のである８２。

第２節　権利の性質

　以上の認識からして、信教の自由の権利は次の性質を帯有することになる。
　①権利の消極性。宗教の価値を積極的に認めて、あるいは価値中立的に信教の自
由を承認したのでなく、客観的必要にもとづく消極的承認である。この性質は、他
の諸権利（言論、出版、集会、結社、行進および示威の自由、人身の自由、選挙
権、労働権等）にはみられない特異なものである。
　②権利の過渡期性。宗教は必然的に生成、発展、消滅の過程を歩み、信教の自由
は理論的には将来、宗教の自然消滅のときまで存続するとされる。権利のこの過渡
期性も特異である。ただ、国家消滅の理論からすれば、他の諸権利も国家との関係
でその権利性は消失するが、事実状態としての諸自由は存在する。信教の自由につ
いては、このことは予想されていない。
　③権利の政策性。信教の自由を保障する目的は、宗教信仰者との軋轢を避け、信
仰者大衆・宗教界人士と団結して彼等の積極性を引き出し、信仰者と非信仰者の連
合を促し、共同して社会主義強国を建設するためである。つまり、党と国家の特定
の政策的意図が基底に存する。

２５

 また、中国の社会主義の時期での宗教の存在根拠について、比較的広汎な「社会調査」
の結果、独自の視点を打ち出しているのは、羅竹風のグループである。この研究書は、先
の党文献における三点を引用（四点に分けている）してはいるが、主たる分析の対象とし
ているのは、伝統の影響、社会的原因、心理的要素である。そして、伝統の影響として、
宗教活動集中地区での伝統的影響、宗教的色彩を有している民俗、民族文化の伝統、少年
児童にたいして顕著な影響をもつ家庭的伝統をあげ、社会的原因として、一定程度の貧困・
たち後れの現象の存在、宗教とその他の旧社会意識の相互作用、活動の誤りと挫折によっ
てもたらされた困苦、海外の宗教勢力の影響をあげ、心理的要素として、認識の差異、感
情の要求（精神上の支柱を求めること、集団交流上の満足を求めること、道徳上の拘束を
求めること）をあげて、それぞれを詳細に分析している（羅竹風主編・前出『中国社会主義
時期的宗教問題』８９～１１７頁）。これは、社会学的な分析とも言えるものである。

 他に、王作安は、宗教の存在の主要な根源について、自然的根源、社会的根源、認識上
の根源のほかに、心理上の根源を挙げ、この根源は、「改革・開放」の社会的転型期には特
に重要であることを論じている（前出『中国的宗教問題和宗教政策』６９頁以下）。また、龔
学増は、伝統的宗教の残存、生産力水準がまだ高くない、政治制度の不健全、精神文明の
基礎が比較的に薄弱、一定範囲の階級闘争の要素の影響を挙げている（前出『宗教問題幹
部読本』９９頁以下）。

８１ 張継安・前出「試論我国社会主義時期的宗教」６７頁。
８２ 同上。



第４章　信教の自由の内容上の特質

　中国における信教の自由の一般的内容として、多くの論は次のように説明してい
る。
　宗教は公民個人の自由選択の問題、公民個人の私事である。各公民は宗教を信仰
する自由を有する。過去、宗教を信仰しなかったが、現在、宗教を信仰するのは自
由であり、逆に過去、宗教を信仰していたが、現在、宗教を信仰しないのも自由で
ある。宗教と信仰に基づいて宗教儀式を挙行する自由を有するのみならず、宗教儀
式を挙行しない自由を有する。宗教を信仰するか否かにかかわらず、政治上、法律
上、すべて一律に平等であり、いかなる国家機関、社会団体、個人も公民に対して
宗教を信仰するように、あるいは宗教を信仰しないように強制してはならず、宗教
を信仰する公民および宗教を信仰しない公民を敵視してはならない。宗教を推進す
るために、あるいは正常な宗教信仰および宗教活動であるかぎり宗教を禁止するた
めに、国家権力を用いることはできない。宗教は、国家行政、司法、学校教育、社
会公共教育に干与してはならず、また公民の身体、健康をそこなってはならない。
　この内容は、「文革」期に比して、画期的なものを含んでいると言えるが、しか
し、これのみからは、中国における権利内容上の特質は認識され得ない。その特質
とは、中国での信教の自由の権利の性質がここでの権利内容に浸透しているという
ことである。そして、この浸透は、権利内容上のイデオロギー性、管理性、限定
性、民族性に現出している。次に、この問題を検討する。

第１節　イデオロギー性

（１）国家と党の方向性

　信教の自由の内容上においても国家建設の方向性は堅持されている。この方向性
とは、社会主義建設である。これを現行の憲法は、次のように明記している。
　「中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国の各民族人民が、
中国共産党の統率的指導のもと、マルクス＝レーニン主義と毛沢東思想の導きに基
づき、真理を堅持し、誤りを是正し、多くの困難と障害に打ち勝って、獲得したも
のである。わが国は、今後、長期に社会主義初級段階にあるであろう。国家の根本
的任務は、中国的特色のある社会主義の道に沿って、力を集中して社会主義的現代
化の建設を行うことである。中国の諸民族人民は、引き続き中国共産党の統率的指

２６
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導のもと、マルクス＝レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論および『三つの代
表』の重要思想に導かれ、人民民主独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革・
開放を堅持し、社会主義の諸制度をたえず改善し、社会主義的市場経済を発展さ
せ、社会主義的民主を発展させ、社会主義的法制を健全にし、自力更生、刻苦奮闘
し、工業・農業・国防および科学技術の現代化を逐次実現して、物質文明、政治文
明および精神文明の調和のとれた発展を推進して、わが国を富強・民主・文明をそ
なえた社会主義国家に築き上げるであろう」（序言）。
　「中華人民共和国は、労働者階級の指導する、労農同盟を基礎とした、人民民主
独裁の社会主義国家である。
　社会主義制度は中華人民共和国の根本制度である。いかなる組織または個人も、
社会主義制度を破壊することを禁止する」（第１条）。
　政権政党たる中国共産党の目標も、党規約（１９８２年）に次のように明示されている。
　「中国共産党は中国労働者階級の前衛であり、中国諸民族人民の利益の忠実な代
表であり、中国社会主義事業の指導的中核である。党の最終的目標は、共産主義の
社会制度を実現することである」（総綱） ８３。
　このイデオロギー上の方向性からして、すでにみたように、無神論教育と無神論
宣伝はそれぞれ国家と党の任務となっている。そもそも、「宗教を信仰し有神論を
宣伝することと宗教を信仰せず無神論を宣伝することは、いずれも憲法が賦与した
公民の宗教信仰の自由上の権利である」  ８４が、この同じ信教の自由のなかに含み込
められている二種の権利は並列的ではない。有神論宣伝は各公民の権利にとどまる
が、無神論宣伝は単に各公民の権利であるのみならず、それは国家と党が遂行すべ
き任務なのである。つまり、「無神論教育は、社会主義革命と社会主義建設のなか
で長期に進められる必要がある重要な工作であり、また四つの現代化の実現に不可
欠な重要な工作である」  ８５。このことから、中国の信教の自由のなかには次元の異
なる二種の権利が含まれていることが理解される。

２７

８３ 現行の党規約（２００２年）は、次のとおりになっている。「中国共産党は中国労働者階級の
前衛であり、同時に中国人民と中華民族の前衛であり、中国的特色のある社会主義事業の
指導的中核であり、中国の先進的生産力の発展の要求を代表し、中国の先進的文化の前進
の方向を代表し、中国の最も広範な人民の根本的利益を代表する。党の最高の理想と最終
的目標は、共産主義を実現することである。」

８４ 羅竹風主編・前出『中国社会主義時期的宗教問題』１５６頁。
８５ 牙含章『民族問題與宗教問題』中国社会科学出版社、四川民族出版社、１９８４年、２５３頁。



　また、上述の党の任務からして、無神論宣伝の中核を担う共産党の党員は、無神
論者であることが要求されている。このことと信仰する自由との関係については次
のように説明されている。「宗教を信仰する自由があるという政策はわが国の公民
を対象としているのであって、共産党員を対象としない。中国共産党員はすべて、
一般公民と異なり、マルクス主義政党の一員として無神論者であるべきで、有神論
者であってはならず、宗教を信仰してはならない。中国共産党は入党を申請する人
びとに何よりもまず党規約を認めるよう要求する。党規約によれば、党は弁証法的
唯物論と史的唯物論の世界観を堅持し、観念論と形而上学の世界観に反対すると規
定されている。したがって共産党員は入党に際し、自ら宗教信仰の観念論を捨て
る。もし共産党員が唯物論の世界観を捨てたならば、共産党から脱退し、宗教を信
仰してゆく権利がある」８６。
　しかし、現実には、宗教を信仰する党員は存在する。この状況に対して、党は次
のように対処している。第一に、宗教的熱狂に参加し、それを煽動している党員は
除籍する。第二に、共産主義の信念を喪失して宗教を信仰している党員は、教育し
ても改めない場合、退党を勧告し、それでも退党しない場合は除名する。第三に、
共産主義の信念が動揺して宗教活動に参加している党員は、批判・教育し、それで
も改めない場合は、退党を勧告する。第四に、社会と家庭の環境の影響で、一般的
な宗教活動に参加している党員は、かれらが思想・行動上で宗教の束縛から抜け出
るように教育・援助する８７。
（２）宗教に対する枠組

　それでは、宗教信仰者、宗教組織の側はどうか。かれらにも重大な制約がある。
次の党文献をみてみよう。
　「宗教を利用して、党の統率的指導と社会主義制度に反対したり、国家の統一と

２８

筑波法政第４５号（２００８）

８６ 編集者ノート「宗教信仰について」『北京周報』１９８２年２４号、３頁。同旨、前出・中共中
央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」６６頁、前出・中共中央、国務院
「関於進一歩做好宗教工作若干問題的通知」２２１頁、王作安「中国的宗教信仰自由得到尊重
與保護」『世界宗教文化』１９９８年総１４期、４頁。また、共産主義青年団員も宗教を信仰する
ことができないとされている。これについては、「怎樣看待青年信教？」『解放日報』１９８０
年１１月１７日、陳軒『公民法律顧問』黒龍江人民出版社、１９８３年、１３頁、中央党校民族宗教
理論室編・前出『新時期民族宗教工作宣伝手冊』４４５頁参照。

８７ 中共中央組織部「関於妥善解決共産党員信仰問題的通知（１９９１年１月２８日）」中共中央文
献研究室綜合研究組、国務院宗教事務局政策法規司編・前出『新時期宗教工作文献選編』
２０６頁。



現代中国の信教の自由（１）（土屋）

国内各民族の団結を破壊することは決して許されない。・・・・・宗教院校の任務
は、政治上、祖国を熱愛し、党の統率的指導と社会主義制度を擁護し、そのうえ一
定の宗教学識を有し、かつ宗教を信仰する大衆と密接につながることができる若年
の宗教職者の隊列を養成することに努力することである。・・・・・すべての愛国的
宗教組織は、党と政府の統率的指導を受け入れなければならない」８８。
　ここで論じられている党の統率的指導と社会主義制度に反対してはならないのみ
ならず、それらを擁護しなければならないということは、中国における宗教信仰上
の最も基本的な制約となっている。国家建設の方向性から来るイデオロギー上の枠
組は、同時に信教の自由の内容上の枠組を構成している。そして、このイデオロ
ギー性は、信教の自由の権利の性質と照応している。
　上記の宗教に対する基本的制約は、抽象的な制約ではなく、具体的な制約であ
る。たとえば、１９９７年の党第１５回全国代表大会において、江沢民が「三個の有利」
（社会主義社会の生産力を発展させるのに有利、社会主義国家の総合国力を増強す
るのに有利、人民の生活水準を向上させるのに有利）論を提示すると、宗教界にお
いても、「各宗教およびその文化の活動は、“三個の有利”に合わせなければなら
ず、それを提唱し支持すべきである」  ８９ということが唱えられたように、宗教に対
する制約は、個別的、具体的な党の政策・方針との関係においても、そうである。

（人文社会科学研究科教授）

２９

８８ 前出・中共中央「関於我国社会主義時期宗教問題的基本観点和基本政策」６０頁以下。
８９ 「巻首語：中国宗教大有作為」『世界宗教文化』１９９８年総１３期。


